
 

 

令和７年度第１回松前町地域公共交通活性化協議会 会議録 

 

１ 開催日時  令和７年６月６日（金） 10時 00分～10時 20分 

２ 開催場所 松前町役場 ３階 大会議室 

３ 出席者 【副会長】大政邦弘（田中町長代理） 

【委員（敬称略）】中川智之（代理出席）、窪仁志、松本 真一、 

鶴田佑介、森貴洋、遠藤和弥、篠原英樹、山本美恵子、 

佐川功二、茂川俊英、仲島政夫、山本祐三 

【事務局(財政課)】 中村明博課長、戸井田翔課長補佐、 

鎌田あゆみ主事 

４ 議事 (1) 令和６年度事業報告及び収支決算について  

(2) 令和７年度事業計画及び収支予算について 

（3）デマンドタクシーについて 

５ 会議の公開 公開 

６ 傍聴人数 １名 

７ 議事内容  

（発言者） 

 副会長 

 

 事務局（戸井田） 

 

 

 

 事務局(戸井田) 

 

  

 

 

事務局（鎌田） 

 １ 開会 

   副会長挨拶 

  

 ２ 会議の公開、非公開等について 

   会議は公開とする報告を行い、過半数を超える委員が出席

していることから、会議は成立することを報告 

 

 ３ 公共交通担当課の町民課から財政課への移管について 

資料確認及び本日の会議の流れについて 

   当会議終了後、続けて地域公共交通会議実施することにつ

いて 

 

 ４ 議事 

  (1) 令和６年度事業報告及び収支決算について 

      【説明の概要】 

    ・デマンドタクシー導入の検討 

    ・調査、アンケート 

    ・その他（オンデマンドバス・タクシー、モーダルミッ

クスの調査・研究） 



 

 

    ・令和６年度松前町地域公共交通活性化協議会 歳入歳

出決算 

     資料１をもとに説明 

    

  (２) 令和７年度事業計画及び収支予算について 

    ・令和７年度事業計画（案） 

    ・令和７年度松前町地域公共交通活性化協議会 歳入歳

出予算（案） 

     資料２をもとに説明 

 

  （３）デマンドタクシーについて  

    ・活性化協議会が実施主体で、令和７年 10月から 12月

までの３か月間実証運行を実施 

    ・実証運行の実施にあたり、必要な協議は、このあとに

開催する地域公共交通会議の中で諮る 

 

  

副会長 

 

事務局の説明が終わりました。これから、質疑に入ります。 

質問のある方は、挙手をお願いします。 

 

 

 窪委員 

 

令和７年度の事業計画（案）のノーマイカーデーの促進の項

目で、松前町では毎月第４水曜日をノーマイカーデーとして各

企業等に登録をしていただく取組をしているとホームページに

載っていますが、どのくらいの数がありますでしょうか。 

 

 

 事務局（鎌田） 

 

  

昨年度の登録件数は０です。今年度は方向性を考えて登録を

増やしていきたいと考えております。 

 

 

 窪委員 

 

  

数年前はノーマイカーデーがとても流行っていましたが、最

近は耳にしないキーワードだったのでご質問させていただきま

した。 

 



 

 

 

 事務局（戸井田） 

 

  

先ほどの質問の補足です。役場内では実施しておりまして、

正確な数は手元に資料がないので分かりませんが、役場の職員

はノーマイカー通勤デーを実施していることを補足としてお伝

えいたします。 

 

 

 副会長 

 

  

その他質疑等ございませんでしょうか。 

 

  質疑がないようですので、以上をもちまして、令和７年度第

１回松前町地域公共交通活性化協議会を閉会いたします。本日

はありがとうございました。それでは、進行を事務局にお返し

いたします。 

 

 

 事務局（戸井田） 

 

   

皆様どうもありがとうございました。以上をもちまして、令

和７年度第１回松前町地域公共交通活性化協議会を閉会いたし

ます。なお、このあとは引き続き地域公共交通会議を開催いた

しますが、その前に当会議についてご案内いたします。地域公

共交通会議につきましては、平成 30年度以降開催はありません

でしたが、この度デマンドタクシーを実施するにあたり、当会

議に諮る必要があることから同日開催する運びとなりました。   

なお、地域公共交通活性化協議会と地域公共交通会議を一本

化することを検討しておりますが、条例改正が必要となるため、

本日の会には間に合いませんでした。現在、地域公共交通会議

の委員となられていない方につきましては、今回は要綱第５条

第５項の規程に基づいてご参加いただきたいと思います。複雑

な開催となって申し訳ございませんが、両協議体の一本化の準

備が整い次第、あらためてお知らせさせていただきます。それ

では、次の地域公共交通会議を開始する前に休憩を挟み、10時

半から開始させていただきたいと思います。 

 

 


